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当社による訴訟の提起に関するお知らせ 
 

 当社は、2021 年６月９日開催の取締役会において、販売管理システムの開発を委託していたアウ

ローラ化学株式会社及び株式会社ピィクス（以下、「被告ら」といいます。）に対して、訴訟提起する

ことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．訴訟を提起する裁判所及び年月日 

札幌地方裁判所 2021 年６月 10 日 

 

２．訴訟を提起した相手（被告） 

  ・アウローラ化学株式会社 

  ・株式会社ピィクス 

 

３．訴訟の提起に至った経緯 

 当社が新たな販売管理システムを開発するにあたり、システム開発会社である株式会社ピィク

スに注文しようとしたところ、株式会社ピィクスの提案により、株式会社ピィクスがシステム開

発を行うことを前提に、アウローラ化学株式会社との間でシステム開発契約を締結するに至りま

した。 

しかし、本件システム開発においては、既存システムを流用せず、新規にシステムを開発して

いく合意があったにもかかわらず、契約途中の成果物確認において、既存システムを流用して開

発が進められていることが発覚したため、被告らの行為が債務不履行に該当すると判断しました。 

本件訴訟は、当社がアウローラ化学株式会社に対して、システム開発契約の債務不履行解除お

よび民法 641 条解除に基づき支払済み契約代金の返還を請求する訴訟となります。 

また、株式会社ピィクスに対しては、上記返還請求権を被保全債権として、アウローラ化学株

式会社の株式会社ピィクスに対する民法 641 条解除権を代位行使するとともに、同解除に基づく

契約代金の返還請求権を代位行使する債権者代位訴訟となります。 

 

４．訴訟の内容 

被告らに対して、支払い済みの業務委託手数料相当分の 92,272,400 円及びアウローラ化学株式

会社にはこれに対する 2021 年３月 20 日から、株式会社ピィクスには訴状送達の日の翌日から支払

い済みまで年３分の割合による遅延損害金の支払いを求めるものであります。 

 



 

 

５．今後の見通し 

 今後の訴訟経緯につきましては、必要に応じて適時開示を行ってまいります。 

 

６．業績に与える影響について 

 当社の業績に重大な影響を与えることが判明した場合、適宜お知らせいたします。 

 

以上 

 


